
 

 

就業・自立支援センターだより 

こんにちは通信    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＰＩＣＳ 

▷ 在宅で稼ぐ！       ▷ オンライン就労相談始めました  

▷ 就業・自立支援×ＳＤＧｓ ▷ ひとり親控除とは？     

 

 

 

 

 

 

  

 

２０２１．２ 発行 

 

仕事・暮らしの 

耳より情報を 

お届けします☆彡 

   オンライン就労相談始めました              

遠方にお住いの方や、お仕事や育児等でなかなか来所できない方に、ZOOM（ズーム）アプリを 

利用したオンライン就労相談を実施しています。ご自宅等どこからでもお手持のスマートフォン、 

タブレット、パソコンから簡単接続！ビデオ通話にて対面でご相談いただけます。 

初めての方には接続方法などご説明いたしますので、ご希望の方はお電話にてご予約ください。 

※相談は無料ですが、通信環境によってデータ通信量がかかる場合があります。 

 

     在宅で稼ぐ！        

子どもとの生活で大切なのはお金だけではありませんが、現実的に金銭的な余裕は気持ち 

の余裕にもつながりますね。月に数万円でも余裕があれば、子どもの将来に向けて貯蓄する 

ことも可能です。 

そこで、とにかく忙しいひとり親がダブルワークをするには空いた時間に在宅でできるものがおすすめ!

在宅ワークは、通勤や勤務時間に縛られることなく仕事をすることができます。注文者から仕事の依頼

を受け、インターネットを活用して自宅などで仕事をする働き方です。 

在宅ワークを始めるには、IT のスキルを持っておく必要があります。というのも、在宅ワークには、

データ入力、Web ライティングなど様々な仕事がありますが、基本的にパソコンを使うことがほとん

どだからです。パソコンをあまり触ったことがない人は、まずはしっかり基本操作や知識を学び、パソ

コンに対して苦手意識を持たないことが大事ですね。在宅ワークで収入源を増やせば生活が安定するだ

けでなく自分のスキルアップも望めます。 

支援センターでは、在宅ワークに欠かせないパソコン講習会を計画していますのでお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリのインストール  https://zoom.us/download 

 
スマートフォンの場合は、App Store もしくは Google Play からダウンロードしてください 

【事前予約制】 ☎ 0748-37-5088 

https://zoom.us/download


   就業・自立支援×ＳＤＧｓ         

テレビや街中でよく見かける「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）」 

何となく聞いたことはあるけど、何をしているのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、日本語で「持続可能な開発目標」という意味です。 

2030 年までに社会の様々な課題を解決するめ世界共通の 17 の目標を掲げ「誰一人取り残さない」を

スローガンに取り組みがなされています。 

滋賀県母子家庭等就業・自立支援センターは、ひとり親家庭の安定した就労による自立を目指し、ＳＤ

Ｇｓ達成に向けて貢献していきたいと考えています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県母子家庭等就業・自立支援センター 

〒523-0891  

滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4          お問い合わせ 

滋賀マザーズジョブステーション内     ご予約・相談の受付時間 

TEL  0748-37-5088       午前９時～午後４時 

FAX  0748-37-5488    （月曜日・祝休日の翌日は閉館） 

ＨＰアドレス http://nozomi-kai.com 
 
★滋賀県立男女共同参画センターでは、無料の託児室を完備しています（６ヶ月以上小学校就学前） 
 
★滋賀県母子家庭等就業・自立支援センターは、滋賀県が実施主体となってひとり親の就業支援を 
総合的に行うために開設し、滋賀県母子福祉のぞみ会が県からの委託事業として運営しています。 

   ひとり親控除とは？             

ひとり親控除とは、子どもの貧困問題に対処するためひとり親 

家庭の税金負担を軽くする制度です。 

以前から制度はありましたが、戦争未亡人に対する福祉の面から 

創られたものなので、未婚の場合は対象外、寡婦と寡夫つまり 

性別による控除額の違いも指摘されていました。 

今回の税制改正では未婚のひとり親も対象となり、本人の所得 

が 500 万円以下で扶養している子がいる場合（同居していなく 

ても生活費や学費を仕送りしていれば OK）ひとり親控除として 

３５万円の控除が適用されます。 

手続きは年末調整で申告するだけですが、万一忘れてしまって 

も確定申告で手続きすれば控除を受けられます。 

ハローワークへ行く前

に相談にのってほしい 

就業に役立つ 

スキルアップ講習会 

養育費や DV 等に

理解のある弁護

士へ相談 OK!! 

http://nozomi-kai.com/

